
高鍋町公表第２７号

高鍋町長　小　澤　浩　一

Ⅰ　職員の任免及び職員数に関する状況

　１　職員の採用試験の状況（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

　２　職員の昇任選考の状況（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

　３　職員の離職の状況（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

※特別職を除く

　４　定員管理の状況

　　ア　部門別職員数の状況（各年４月１日現在）
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  高鍋町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年高鍋町条例第５号）第６条の規定に

基づき高鍋町の平成２４年度における人事行政の運営の状況を次のとおり公表する。
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職　　員　　数区分

水 道

商 工

土 木

教 育

農 林 水 産

議 会

総 務

税 務

民 生

衛 生

2

部門

36

2

勧 奨 退 職 2 2

2そ の 他

区分 男 女 計

定 年 退 職 2 1 3

3

主 任 級

2

1

5 1

1

1 100.0%

区分

町 長 部 局

教 育 委 員 会 部 局

農 業 委 員 会 部 局

議 会 事 務 局

課 長 級 課 長 補 佐 級 係 長 級

1

9

建　　築（初級）

1 1

6 4

保 健 師（中級）

2 2

平成25年8月30日

55 14 4 7.3%

最終合格者数

（Ｂ）

1 16.7%

区分 申込者数

第１次試験

受験者数（Ａ）

第１次試験

合格者数

一般事務（上級）

文 化 財（上級）

競争率

Ｂ／Ａ

72

2 1 50.0%

一般事務（初級）

30 29 15 4 13.8%
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　　イ　職員の増減状況

Ⅱ　職員の給与の状況

　１　人件費の状況（平成２４年度普通会計決算）

※人口は平成25年３月31日現在

千円 千円

注）１．この表は、歳出額に占める人件費の割合を示したものです。

２．人件費には特別職（町長など三役及び町議会議員など）に支給される給料・報酬などを含みます。

　２　職員の給与の状況（平成２４年度一般会計決算）

千円 千円 千円 千円

　３　職員の平均給料・給与月額及び平均年齢の状況（平成25年４月１日現在）

円 円

　４　職員の初任給の状況（平成25年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

注)　初任給の額は、学校卒業後すぐに採用された場合の給料月額です。

17.4%

785,909 5,695

5 2 3

住民基本台帳人口

歳出額（Ａ）

計

区 分

商工業務強化

人件費（Ｂ）

平均年齢

一人当たり給与費

Ｂ／Ａ計（Ｂ）

人件費率（Ｂ／Ａ）

防災業務強化、課付職員の増

賦課業務合理化

社会福祉業務量の増加

健診等業務強化

産業企画業務合理化

下 水 道 0

そ の 他 0

教 育 0

水 道 0

商 工 1 1

土 木 0

衛 生 1 1

農 林 水 産 1 △ 1

税 務 1 △ 1

民 生 1 1

議 会 0

総 務 2 2

部門 増員数 減員数 差引 主 な 増 減 理 由

平成２４年度 21,306人 7,160,548 1,248,497

138 541,213 244,696

平 均 給 料 月 額 平 均 給 与 月 額

区分

給与費

区分

平成２４年度

（Ａ） 給料

職員数

職員手当

一 般 行 政 職

区 分

40歳4月

宮崎県

初任給

140,100

312,740 342,400

高鍋町 国

初任給

172,200 172,200 172,200

初任給

140,100 140,100

一般行政職

大学卒

高校卒
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　５　職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（平成25年４月１日現在）

　６　一般行政職の級別職員数の状況（平成25年４月１日現在）

人 人 人 人 人 人 人

注）１．高鍋町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

　　２．標準的な職務とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

　７　職員手当の状況

　(1)期末・勤勉・退職各手当（平成25年４月１日現在）

　勤続

　(2)特殊勤務手当（普通会計決算）

％

円

月分

月分

月分

月分

月分

月分

1.225

1.375

係長

主査

円 円

区分 経 験 年 数 10 年 経 験 年 数 15 年 経 験 年 数 20 年

一般行政職

大学卒

高校卒 円

円

区分 １級 ２級 ３級

円

260,760

209,733

302,867

271,500

359,025

323,550円

標準的

な職務

内容

職員数

主任主事

主任技師

係長

主査

課長補佐

局長補佐

４級

構成比

主事 主事

５級 ６級 計

局長

13 8 32 34 17 11 115

課長

11.3% 7.0% 27.8% 29.6% 14.8% 9.6%

区 分

計

期

末

・

勤

勉

手

当

６月期

12月期

0.675

0.675

100.0%

1.350

35年 　　　　　46.55月分

2.600

　　　28.7875月分

　　　　  55.86月分

国

（ 期 末 手 当 ） （ 勤 勉 手 当 ）

高　　　鍋　　　町

本町と同じ

町政徴収強制執行業務

全職種

10.8

5,941

５種類

　　　　55.86月分

（定年・勧奨）

本町と同じ　　 　47.775月分

退

職

手

当

20年

最高限度

　　　　　23.03月分

　定年前早期退職特例措置　２～20％ 本町と同じ

　　　　55.86月分

（自己都合）

30年 　　　　　40.67月分

その他の加算措置

多くの職員に支給されている手当

町政徴収強制執行業務

特

殊

勤

務

手

当

区　　　　　分

職 員 全 体 に 占 め る 手 当 支 給 職 員 の 割 合

支 給 対 象 職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額

手 当 の 種 類 （ 手 当 数 ）

代表的な手当の名称

支 給 額 の 多 い 手 当
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　(3)時間外勤務手当（一般会計決算）

円

円

円

円

　(4)扶養手当・住居手当・通勤手当（平成25年４月１日現在）

　配偶者　13,000円　配偶者以外　6,500円

　配偶者なしの１人　11,000円

　16歳から22歳までの１人につき　5,000円加算

　借家・借間で月額23,000円以下を支払っている職員（最高）　11,000円

　23,000円以上の場合（最高）　27,000円

　交通用具利用

２　～　５㎞未満 30　～　35㎞未満

５　～　10㎞未満 35　～　40㎞未満

10　～　15㎞未満 40　～　45㎞未満

15　～　20㎞未満 45　～　50㎞未満

20　～　25㎞未満 50　～　55㎞未満

25　～　30㎞未満 55　～　60㎞未満

60㎞以上

　８　特別職の報酬等

円

円

円

円

円

円

円

Ⅲ　職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

　１　勤務時間の状況

　　　当町の勤務時間は、午前８時２５分から午後５時１０分までで、勤務時間は７時間４５分

　　である。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年4月1日現在）

始業時刻 休憩時間 終業時刻

12:00～13:00 17:10

議 員

4,100円

委 員 長 216,000

報 酬

町 長

区 分 給料月額

給 料

通

勤

手

当

副 議 長 227,000

副 町 長

教 育 長

議 長 303,000

6,500円

2,000円

扶

養

手

当

同

同

23,600円

24,500円

13,700円

21,800円

同

11,300円 22,700円

職 員１ 人当 たり 支給 年額

支 給 総 額

105,079

13,709,502

（平成23年の支給率）

719,000

支 給 総 額

16,100円

18,500円

210,000

期 末 手 当

　　計　　　　2.95月分

550,000

６月期　　　　1.40月分

12月期　　　　1.55月分

583,000

8,900円

年度 区分 金額

内　　　　　容

国の制度との同異

14,290,797

24年度

時 間 外

勤務手当

職 員１ 人当 たり 支給 年額 95,871

手

当

住

居

23年度

区分

8:25

20,900円
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　２　年次有給休暇

　　(1)制度の概要

　　(2)取得状況（平成24年１月１日から平成24年12月31日まで）

※育児休業者等を除く

　３　特別休暇

    特別休暇が認められる場合の事由及びそれぞれの期間は次のとおりである。

上に同じ

２　風水震火災その他非常災害による交通し

や断

上に同じ

１週間を超えない範囲内においてその都度必

要と認める期間

３　風水震火災その他の天災地変による職員

の現住居の滅失又は破壊

４　その他交通機関の事故等の不可抗力の事

故

５　裁判員、証人、鑑定人、参考人等として

国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の

官公署への出頭

24.7%

　特別休暇は、職員の公私の特別の事情に基づき与えられる有給休暇であり、やむを得ない公的要請

又は社会通念上妥当な個人的事情がある場合に限って認められる。

事　　　　　　由 期　　　　　　間

　　　　　　　　　　　　　    　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成25年4月1日現在）

その都度必要と認める期間

その都度必要と認める期間

１　感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律（平成１０年法律第１１４

号）による交通しや断又は隔離

　職員には、暦年（１月１日から１２月３１日まで）ごとに２０日（年の中途で採用された者には 月割

の日数）の年次有給休暇が与えられて（日単位で与えることが原則であるが、必要に応じ て、半日又は

時間単位で与えることもできる。）、翌年に限り２０日を限度としてこれを繰り越すことができる。

総 付 与 日 数 （ Ａ ）

総 取 得 日 数 （ Ｂ ）

対 象 職 員 数 （ Ｃ ）

平均取得日数（Ｂ／Ｃ）

消 化 率 （ Ｂ ／ Ａ ）

4,084

1,008

104

9.69

６　選挙権その他公民としての権利の行使

７　所轄庁の事務又は事業の運営上の必要に

基づく事務又は事業の全部又は一部の停止

（台風来襲等による事故発生の防止のための

措置を含む。）

８　地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第４６条の規定による勤務条件の措置要

求に関する審理に出席する場合

９　地方公務員法第４９条の２第１項の規定

による不利益処分についての不服申立に関す

る審理に不服申立人が出席する場合及び不利

益処分についての不服申立てに関する規則

（昭和４４年公平委員会規則第２号）第１１

条に規定する準備手続に公平委員会から出席

を求められ不服申立人が出席する場合

最小限度必要と認める日又は時間

上に同じ

上に同じ

上に同じ
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２２　職員が、中学校就学の始期に達するま

での子（配偶者の子を含む。）、職員の父母

（職員と生計を一にする配偶者の父母を含

む。）及び配偶者の看護（負傷し、若しくは

疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防

を図るために必要なものとして町長が定める

その子の世話、父母及び配偶者の世話を行う

ことをいう。）のため勤務しないことが相当

であると認められる場合

１の年において５日（その養育する中学校就

学の始期に達するまでの子が２人以上の場合

にあっては、１０日）を超えない範囲でその

都度必要と認める期間

事　　　　　　由 期　　　　　　間

１１　職員の分べん

１２　生理日に有害な職務に従事する女子職

員及び生理日において勤務することが著しく

困難である女子職員の生理日

１０　労働組合法（昭和２４年法律第１２７

号）第７条に規定する不当労働行為の申立に

係る地方労働委員会の審問及び同委員会から

出席を求められた調査に申立人（申立人が労

働組合その他権限ある団体である場合にはそ

の代表者あるいは委員会が労働委員会規則

（昭和２４年中労委規則第１号）第３９条第

３項の規定により審問に出頭することを指定

した者）が出席する場合

上に同じ

分べんの予定日前８週間（多胎妊娠の場合に

あっては１４週間）目に当たる日から分べん

の日後８週間目に当たる日までの期間内にお

いて必要と認める期間

２日を超えない範囲内で必要と認める期間

１９　職員が夏季における盆等の諸行事、心

身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実

のため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合

１の年の７月から９月の期間内における、勤

務を要しない日及び休日を除いて原則として

連続する３日の範囲内の期間

２１　妊娠中又は出産後１年以内の女子職員

が母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）

第１０条に規定する保健指導又は同法第１３

条に規定する健康診査を受ける場合

７日を超えない範囲内で必要と認める期間

１日２回　１回につき３０分

条例第８条の３第１項の規定により割振られ

た勤務時間の全部について時間外勤務代休時

間が指定された勤務日等を除く７日を超えな

い範囲内で必要と認める期間

３日以内で必要と認める期間

１３　女子職員が妊娠のため著しく障害があ

る場合

１４　職員が生後満１年に達しない生児を育

てる場合

１５　職員が結婚する場合

１６　妻の出産

慣習上最小限度必要と認める期間

別表第１に定める期間内において必要と認め

る期間

その都度必要と認める期間

妊娠２３週までは４週間に１回、妊娠２４週

から３５週までは２週間に１回、妊娠３６週

から出産までは１週間に１回、産後１年まで

はその間に１回（医師等の特別の指示があっ

た場合には、いずれの期間についてもその指

示された回数）その都度必要と認める時間

（妊娠１月は２８日として計算する。）

２０　職員が骨髄移植のための骨髄液の提供

希望者としてその登録を実施する者に対して

登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶

者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液

を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い

必要な検査、入院等のため勤務しないことが

やむを得ないと認められるとき

１７　父母の祭日

１８　忌引
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　４　育児休業の状況

Ⅳ　職員の分限及び懲戒処分の状況（平成24年度）

　(1)分限処分者数 （単位：人(延べ））

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0

0 8 0 8

0 0 0 0

免職 休職 降給 計

0 0 0 0　勤務実績が良くない場合

区　　　　　分

　心身の故障の場合

4

降任

　条例で定めた事由による場合

0

0

0

0

　職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員

を生じた場合

　職に必要な適格性を欠く場合

0

0

0

２６　その他町長が特に必要と認めたとき

育 児 休 業 の 承 認 件 数

育児休業期間延長の承認件数

0

0

区 分 男性 女性

（単位：件数）

　刑事事件に関し起訴された場合

事　　　　　　由 期　　　　　　間

１の年において５日（要介護者が２人以上の

場合にあっては、１０日）を超えない範囲で

その都度必要と認める期間

当該期間内において５日を超えない範囲でそ

の都度必要と認める期間

上に同じ

１の年において５日の範囲内の期間

２３　条例第１５条第１項に規定する日常生

活を営むのに支障がある者（以下この項にお

いて「要介護者」という。）の介護その他町

長が定める世話を行う職員が、当該世話を行

うため勤務しないことが相当であると認めら

れる場合

 ウ　ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若

しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常

態として日常生活を営むのに支障がある者の

介護その他の日常生活を支援する活動

 ア　地震、暴風雨、噴火等により相当規模の

災害が発生した被災地又はその周辺の地域に

おける生活関連物資の配布その他の被災者を

支援する活動

 イ　身体障害者療護施設、特別養護老人ホー

ムその他の主として身体上若しくは精神上の

障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にか

かった者に対して必要な措置を講ずることを

目的とする施設であって町長が定めるものに

おける活動

２４　職員の妻が出産する場合であってその

出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合にあっ

ては、１４週間）前の日から当該出産の日後

８週間を経過する日までの期間にある場合に

おいて、当該出産に係る子又は中学校就学の

始期に達するまでの子（妻の子を含む。）を

養育する職員が、これらの子の養育のため勤

務しないことが相当であると認められるとき

２５　職員が自発的に、かつ、報酬を得ない

で次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族

に対する支援となる活動を除く。）を行う場

合で、その勤務しないことが相当であると認

められるとき
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　(2)懲戒等処分者数

Ⅴ　職員の営利企業等従事許可等に関する服務の状況（平成24年度）

Ⅵ　職員の研修の状況（平成24年度）

1

鷹 山 塾
2

1

3
行 政 と 争 訟 セ ミ ナ ー

会 計 事 務 担 当 者 研 修

プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン セ ミ ナ ー
1

時 間 マ ネ ジ メ ン ト セ ミ ナ ー

新 任 課 長 研 修

受講者数

1

0 0

16

研 修 内 容

自ら営利を目的とする私企業を営む場合

（単位：人）

報酬を得て事業若しくは事務に従事する場合（各種統計調査事務従事）

0

　法令に違反した場合 0

0

4

1

1

2

1

12

2

4

130

税 務 関 係 職 員 初 任 者 研 修

合 計

国 際 文 化 ア カ デ ミ ー

税 務 関 係 固 定 資 産 税 事 務 研 修

行 政 法 セ ミ ナ ー

自 治 大 学 校

民 法 セ ミ ナ ー

公 営 企 業 会 計 制 度 改 正 研 修

法 制 執 務 セ ミ ナ ー

危 機 管 理 研 修

フ ァ シ リ テ ー シ ョ ン セ ミ ナ ー

リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト セ ミ ナ ー

交 渉 力 向 上 セ ミ ナ ー
3

各 種 Ｏ Ａ 研 修

3
政 策 課 題 研 究

4

地 方 自 治 法 セ ミ ナ ー
1

管 理 者 研 修
2

営 利 企 業 等 の 従 事 の 内 容

1

1

新 規 採 用 職 員 研 修 （ 前 期 ・ 後 期 ）

一 般 職 員 研 修 Ⅰ ～ Ⅳ

13

新 任 係 長 研 修

コ ン プ ラ イ ア ン ス セ ミ ナ ー
5

新 任 課 長 補 佐 研 修
1

1

（単位：件）

営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役

員、顧問、評議員及び当該会社、団体の重要方針決定に参画する上級職員

の地位を兼ねる場合

許可件数

0

0

4

000 0

　全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった

場合

0

0

0 0 0 0

区　　　　　分 戒告 減給 停職

　職務上の義務に違反し又は職務を怠った場合

計

（単位：人）

免職

職 場 カ ウ ン セ リ ン グ セ ミ ナ ー

240

2

ハ ー ド ク レ ー ム セ ミ ナ ー
17

公 営 企 業 会 計 セ ミ ナ ー
2

海 外 派 遣 研 修
1

1

人 材 育 成 基 本 研 修
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Ⅶ　勤務成績の評定の状況

Ⅷ　職員の福祉の状況（平成24年度）

(1)健康診断の状況

（単位：人）

(2)労働安全衛生

高鍋町安全衛生委員会の設置・運営

(3)福利厚生事業の状況（平成24年度）

入学祝金（7）・卒業祝金（14）・長期会員祝品（2）

保健補助（99）・会員レク補助金（2）・保険料助成金（12）

Ⅸ　職員の勤務条件に関する措置要求及び不利益処分に関する不服申立等の利益の保護の状況

　(1)勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

　(2)不利益処分に関する不服申立ての状況

該当なし

個別事業内容（件数）

15

大腸がん検診 9

脳ドック 13

受診者数

互助会名称

区 分

  平成20年度から試行中の人事評価制度を、22年度からの本格実施し、評価結果を平成22年12月期か

らの勤勉手当に反映させている。

人間ドック（日帰り） 84

高鍋町職員厚生会

一般健診（臨時職員を含む） 82

人間ドック（一泊二日）

15,475円

出生祝金（3）・弔慰金（10）・退職一時金（7）・結婚祝金(3)

会員数

公費負担総額

公費補助率

2,445千円

50.00%

１人当たり公費負担額

１５８名
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